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甲府市農業委員会１１月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成３０年１１月２８日（水曜日）午後２時２０分から３時２８分  

 

２．会  場  甲府市南公民館 

 

３．出席委員（18名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之   3番 矢﨑 正勝   4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子   7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫   9番 菊島  建 

 10番 關野  登 11番 森  信二  12番 花形 満寛  13番 末木 瑞夫 

  14番 土屋 正人  16番 小林 雅宗   17番 山本  一 

【最適化推進委員】 

1番 植田  泰  2番 山本 光信  3番 平澤 友良    4番 望月 典雄 

5番 埴原 久徳   6番 栁澤  榮   7番 萩原 靖彦   8番 萩原  斉  

 9番 越石 和昭 10番 市村 秀俊  11番 向山 章雄  12番 齊藤 藤雄 

13番 佐々木茂隆  16番 佐野 勝紀 17番 米山 伸一  18番 深田 喜徳  

 

４．欠席農業委員（2名） 

    6番 田中 由美 15番 萩原 爲仁 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 青木  進 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

   振興係 係 長 岡  正己 

             技 師 吉澤 雅貴 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第３条の規程による競・公売適格証明願について 

議案第２号 農地法第３条の規程による許可申請について 

議案第３号 農地法第４条の規程による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条の規程による許可申請について 

議案第５号 平成３０年１２月告示分農用地利用集積計画について 
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議案第６号 甲府農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号 耕作土搬入届出について 

報告第６号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後 2時 00分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、平成 30年度 11月定例総会を始めます。 

本日の会議は、農業委員が定数 19 名中 17 名の出席により過半数を超えております

ので、農業委員会等に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立してい

ることをご報告いたします。 

つづきまして、西名会長より ごあいさつ をいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。では、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長が議

長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会１１月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並

びに甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参りますのでお願いします。 

   それでは最初に、１１月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により、14

番の土屋正人委員、16番の小林雅宗委員のお二人にお願いしたいと思います。 

それでは早速、議案の審議に入っていきたいと思います。議案第１号は農地法第３

条による競・公売適格証明願についてです。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月は第 3条の競･公売適格証明願が 2件ございます。競売や公売の物件で登記地目

が農地である場合、参加者は入札に先立って 3 条の許可の適格者であるという証明を

受ける必要があります。今回の願出人は競売地を農地のまま耕作したいという方の 3
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条の資格審査を求めるものです。 

議案書 1 ページの 1 番、地図は 1 ページの競･公売適格証明願 3 条№1･2の 3-1 をご

覧ください。競売地の所在・地目・面積・願出人については、議案書記載のとおりで

す。アリア入口交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地、南面･北面

は農地、西面は宅地及び農地となっています。農地区分は、第１種農地と判断しまし

た。願出人は○○○○で、○○○○○○を行っているが、新たな農地購入を検討して

いたところ、競売地が立地条件に適していることから、取得し○○○○○○○したい

とのことです。願出人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、落札後は計画面積が○○

○㎡となり、○○○○○○する計画です。なお、願出人は経営面積や従事日数など、

農地の取得要件は全て満たしております。 

続きまして、議案書の 2 番、地図は引き続き競･公売適格証明願 3 条№1･2 の 3-2 を

ご覧ください。競売地の所在・地目・面積・立地条件・農地区分は変わらず、願出人

については議案書記載のとおりです。願出人は○○○○で、主に○○○○○○○○○

○○○○○を行なっているが、新たな農地購入を検討していたところ、競売地が立地

条件に適していることから、取得し○○○○○○○したいとのことです。願出人の現

在の経営面積は○○○㎡ですが、落札後は計画面積が○○○㎡となり、○○○○○○

する計画です。なお、願出人は経営面積や従事日数など、農地の取得要件は全て満た

しております。以上でございます。 

 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。ここで地元委員さんから補足説明をお願いしたい

と思います。１番、2番の案件については甲運地区でございます。森委員よりお願いし

ます。 

○甲運地区委員（森委員） 

   この土地は川田町の青少年センターの裏の方になりますが、前から競売の話が出て

いました。あとは、入口が狭いのですが、○○○を作っているので継続して作ってい

ただければと思っています。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員より説明が終りました。皆様から、質問や意見

がありましたらお願いします。 

    ≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   意見も無いようですので、採決に入ってよろしいでしょうか。 

それでは議案第 1号、農地法第 3条の競･公売適格証明願について賛成の方は、挙手

をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 
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全員の方の賛成をいただきましたので議案第 1 号の案件については証明書の交付を

して参りたいと思います。 

つぎに、議案第 2 号は農地法第 3 条の規程による許可申請について、事務局より説

明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 3 条許可申請は無償移転が 2 件であり、譲受人は第 3 条の資格要件を全て

充たしております。 

議案書 2 ページの 1 番をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受

人については、議案書記載のとおりです。自治会館北交差点から○○mほど○○に位置

する農地です。譲受人は譲渡人の○○○○にあたり、譲渡人が○○となったことから、

申請地を○○○○により一部所有権を取得し、譲受人の○○○○○○○を図りたいと

のことです。譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○

㎡となり、申請地は引続き○○○○○を行う計画です。なお、現在、譲渡人は当該申

請地の○○○○○○を所有しており、譲受人○○○○○○ずつを所有しております。 

続きまして、議案書の 2 番をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・

譲受人については、議案書記載のとおりです。内久根橋から○○mほど○○の範囲に位

置する農地です。譲受人は譲渡人の○にあたり、○の営農する農家を引継ぐこととな

ったため、○○○○したいとのことです。譲渡人の現在の経営面積は○○○㎡であり、

全て譲受人に引継がれるため計画面積は変わらず、申請地には○○○○○○○○○○

○○する計画です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。つづきまして、地元委員から補足説明をお願いし

たいと思います。1番の案件は玉諸地区でございますので落合委員お願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   玉諸の落合です。よろしくお願いします。この方は計画的に○○○○を進めている

ということで、昨年も○○○○をしており、特段問題はありません。ご審議の程、よ

ろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。2番の案件については山城地区ですので、米山委員よりお

願いします。 

○山城地区委員（米山委員） 

   山城の米山です。よろしくお願いします。譲渡人と譲受人は事務局の説明とおり○

○です。○○は違いますが、数年前まで○○○○○○いました。譲受人は○○歳を過

ぎてから○○○○○○を受け、一生懸命にがんばると挨拶に来てくれました。本人た

ちも○○○○を受けたあとがんばると言っているので、大丈夫だと思います。よろし

くお願いします。 
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○議長（西名会長） 

ありがとうございました。2件の案件について、地元委員さんから補足説明をいただ

きました。内容については、いま聞いたとおりです。皆様から、質問や意見がありま

したらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

それでは、意見が無いようなので、採決させていただいてもよろしいですか。 

それでは、この 1番、2番の案件に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成の挙手をいただきましたので議案第 2 号は、許可書を交付して参り

たいと思います。 

つぎに、議案第 3 号、農地法第 4 条の許可申請について、事務局から説明してくだ

さい。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 4 条許可申請は 5 件となっております。議案書 4 ページの 1 番、地図は 2 ペ

ージの 4条№1をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案

書記載のとおりです。下鍛冶屋町交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面

は宅地及び農地、南面は農地、西面は宅地及び道路、北面は宅地となっています。農

地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、現在の○○が手狭になったため、

申請地に○○○○○○○したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○する

予定です。 

続きまして、議案書 4ページ 2番、地図は 3ページの 4条№2をご覧ください。申請

地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。西下条町中交

差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路、南面は宅地、西面・北面は

農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、申請地を

○○○○○○なったため、計画面積○○○㎡に○○○○○○○○○し、土地の有効活

用を図りたいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 4ページ 3番、地図は 4ページの 4条№3をご覧ください。申請

地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。二川橋から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面は用悪水路、南面・北面は農地、西面は宅地、

となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、現在の○○が

手狭になったため、申請地に○○○○○○○したいとのことです。転用後は、○○○

○○○○○する予定です。 

続きまして議案書 5ページの 4番、地図は 5ページの 4条№4をご覧ください。申請

地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。上曽根交差点
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から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路及び宅地、南面･西面は宅地、北面

は農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は、昭和○

○年頃から許可を受けずに○○○○○○○○○○してきたことから、今回、経過理由

書添付による申請となります。 

議案書 5 番、地図は 6 ページの４条№５をご覧ください。申請地の所在・地目・面

積・申請人については、議案書記載のとおりです。上曽根駐在所北交差点から○○ｍ

ほど○○に位置する農地で、東面・南面・西面は農地、北面は用悪水路及び道路とな

っています。農地区分は、第１種農地と判断しました。申請人は、○○○○を中心に

○○○○○○○○○○○しているが、申請地の耕作土に小石があり耕作する上で支障

になることから、天地返しを行い耕作の効率化を図りたいとのことです。なお、一時

転用期間は許可日から 1年 3ヶ月間となります。以上でございます。 

 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。ここで地元委員から補足説明をいただきたいと思

います。まず 1 番の案件は山城地区で私が担当です。事務局で説明があったとおりで

す。地図でもご案内のとおり、周りがほぼ宅地に囲まれた農地で、周りの農業、○○

等も問題ないということですので、よろしくご審議をいただきたいと思います。 

つぎに 2番、3番の案件は大里地区ですので、菊島委員よりお願いします。 

○大里地区委員（菊島委員） 

2番は、なかなか○○○○○○○○○○○○○○○するということです。この土地の

東側をリニアが通る予定ということで本人も、リニアの橋の下で農業をするよりも○

○○にと考えたそうです。問題はないと思います。3番も問題ないと思いますが、周り

に○○の方がいて、その中に○○○○○ということで、支障はないと思います。よろ

しくご審議をお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

つぎに 4番の案件は中道地区ですので、土屋三千雄委員よりお願いします。 

○中道地区委員（長田三千雄委員） 

4番の案件は、よくある話ですが許可を受けずに○○○○○○○○しまった、中道地

区にはよくあることです。始末書添付で、事務局から説明のあったとおりです。よろ

しくご審議の程お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

つぎに 5番の案件ですが、中道地区ですので、土屋正人委員よりお願いします。 

○中道地区委員（土屋正人委員） 

5 番の案件は地図を見ていただくと分かるとおり、30 年ほど前に基盤整備をした場

所で、河川の改修もしてあります。○○○○○○で、申請人は昨年この土地を取得し

まして○○○○に着手しました。作り始めたら基盤整備した当時のままのため、作り
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づらい、水はけが悪く、もう一度整備し直したいということで申請をしたそうです。

詳しくは事務局の説明のとおりです。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。ひととおり地元委員さんから補足説明をいただきました。

皆様から、質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

それでは、ご発言が無いようなので、採決させていただいてもよろしいですか。 

議案第 3号、農地法第 4条の許可申請に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので議案第 3号の内、2番、5番の案件については、

1,000㎡以上の案件となりますので、許可相当ということで、県農業会議に諮問して参

ります。他の案件につきましては 1,000㎡未満ですので、許可書を交付して参ります。 

つぎに、議案第 4号、農地法第 5条の規定について、事務局から説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 5条許可申請は、所有権移転が 4件、賃貸借が 3件、使用貸借が 1件、計 8 

件となります。 

議案書 6 ページの 1 番、2 番、地図は 7 ページの 5 条№1・2 をご覧ください。申請

地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。上阿原

交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地、南面は宅地及び農地、北

面・西面は道路、となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。賃借人

は○○○○○○○○○○○○○○○○○○を検討していたところ、申請地が立地条件

に適しており需要が見込まれることから、申請地を借地し○○○○○○○○○○○○

に転用したいとのことです。 

続きまして議案書 3番、地図は 8ページの 5条№3をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・貸人・借人については議案書記載のとおりです。蓬橋から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面・北面は宅地、南面・西面は農地となっています。農地区

分は、第 2 種農地と判断しました。借人は貸人の○にあたり、現在の○○が手狭にな

ったため、申請地を使用貸借し○○○○○○○したいとのことです。転用後は、○○

○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書の７ページ 4番、地図は 9ページの 5条№4をご覧ください。申

請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。落合

町交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は農地、南面は雑種地、西面は

農地及び雑種地、北面は宅地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しまし

た。賃借人は○○○○○○○○○○しているが、主に○○○○○○○○○○○○○○
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○が不足し土地選定していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していること

から、賃貸借により○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして議案書の 5 番から 8 番、地図は 10 ページの 5 条№5 から 8 をご覧くださ

い。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。白井交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・北面は宅地、南面は道

路及び農地、西面は農地となっています。農地区分は、第 1 種農地ですが不許可の例

外で、申請に係る土地周辺地域に居住する者の日常生活上必要な施設と判断しました。

譲受人は、譲渡人の○○にあたり、現在の○○が手狭となったため、申請地を取得し、

○○○○○○○○したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○○する予

定です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。ひととおり事務局から説明が終わりました。 

ここで地元委員から補足説明をいただきたいと思います。1番から 3番の案件は玉諸

地区ですから、落合委員よりお願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

玉諸の落合です。1番 2番につきまして、この近辺は非常に開発が進んでいて○○○

○○○○○○○○○○ということで、地域に密着した○○ですので、何ら問題ないと

思います。借受人が○○○○○○ということで経営のみを行うということです。3番に

ついては譲渡人が○○○○○○○○なので、近くに○○○を呼び寄せて安心して暮ら

したいという希望があるそうです。よろしくご審議の程お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

つぎに 4番の案件は山城地区ですので、米山委員よりお願いします。 

○山城地区委員（米山委員） 

山城の米山です。よろしくお願いします。 

9ページの地図を見てください。既存の○○○○とありますが、そこの所有者と同じ

方が申請していますので、別段問題ないと思います。 

よろしくご審議の程お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

つぎに 5 番から 8 番の案件ですが、中道地区ですので、土屋三千雄委員よりお願い

します。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

   5番から 8番の案件は、○○○が持っている土地で、○○○○○○○○○○○○○○

○○○があって、そこでがんばっている方の○さんが、○○○○の近くに○○○○○

手伝いたいということです。現地に行って確認したところ、道路が狭いようですが、

その道路も購入するということなので、問題ないと思います。よろしくご審議の程お

願いします。 
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○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員さんから補足説明をいただきましたので、皆様

から、質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

それでは、ご発言が無いようなので、採決させていただいてもよろしいですか。 

議案第 4号、農地法第 5条の許可申請に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので決定をしてまいります。議案第 4号の内 1番、

2 番の案件については、1,000 ㎡以上の案件となりますので、許可相当ということで、

県農業会議に諮問して参ります。他の案件につきましては 1,000 ㎡未満ですので、許

可書を交付して参ります。 

つぎに、報告第 1号から第 5号について、事務局から説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事）報告第 1号～5号 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 9 ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、4 条及び 5 条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、

いずれの案件も許可相当との答申を受けました。10ページからは平成 30年 10月 20日

から 11 月 19 日までに受理しました相続等の届出や市街化区域における各種の届出を

掲載しております。なお、それぞれの転用目的や農地の所在・届出人等につきまして

は、議案書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決により

交付済みとなっております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

ただ今、事務局から報告第 1号から 5号まで説明がありました。報告事項ではあり

ますが、皆様の方からご質問があったらお願いしたいと思います。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

よろしいですか。それでは、報告事項ですので、ご了承願いたいと思います。 

つぎに、議案第 5 号の平成 30 年 12 月告示分農用地利用集積計画についてですが、

審議に先だちまして、利用権設定の 6 番の案件は、土屋三千雄委員が、41 番の案件は

矢崎委員が関係する案件ですので、農業委員会法第 31条の規定に基づく議事参与の制

限により、当該事案の審議の折には、ご退席をお願いします。また、審議終了後は再

びご着席をお願いします。 

それでは、議案第 5号のうち、利用権設定の 6番と 41番を除く案件について事務局

より説明してください。 
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○事務局（吉澤技師） 

今月は新規設定 8件、再設定 51件、計 59件の申出がありました。 

議案書 15ページの表は、新規設定です。玉諸・山城・中道北・中道南地区からの申

出がありまして、合計面積は 14,520 ㎡です。中段の表を見ますと、平成 30 年度の目

標面積 110,600㎡に対し、設定面積は 90,245㎡となり、達成率は 82％となります。 

続いて 16ページの表は、再設定です。里垣・甲運・玉諸・二川・山城・大鎌田・中

道北・中道南地区からの申出がありまして、合計面積は 83,927㎡です。中段の表を見

ますと、平成 30年度の目標面積 376,000㎡に対し、設定面積は 217,929㎡となり、達

成率は 58％となります。 

17 ページ 1 番から 19 ページ 8 番までは新規設定。20 ページ 9 番から 29 ページ

32 番までは再設定。30 ページ 33 番から 39 ページ 59 番までは再設定の更新となっ

ています。補足説明が必要となる、法人の案件を読み上げさせていただきます。その

他につきましては、記載のとおりとなっています。また 19 ページ 6 番と 32 ページ 41

番は委員案件となっていますので、後ほど審議をお願いします。 

それでは 17ページ、1番を説明します。農地所有適格法人の案件となります。 

借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載のと

おりとなっております。借り手につきましては、平成○○年に○○○○としての体裁

を整え、平成○○年 9 月 7 日に○○○○○○○として○○しました。経営農地は、○

○○○○○○○○○○○○○を拠点に○○○㎡を有し、主に○○○○○○○○○○○

○を中心に精力的に事業を展開しております。また、この○○は貸し手が代表を務め

ておりまして、今まで○○○○○○で行っていましたが、○○○○○するため今回貸

借を行うこととなりました。以上、全ての案件の借手の経営地は、利用権設定に必要

な下限面積及び、農作業従事日数を超えており、耕作に供すべき農用地のすべてを効

率的に利用しております。これらを踏まえ、甲府市の農業経営基盤の強化の促進に関

する基本的な構想に適合していることから、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項に

借手の要件を満たしております。 

 引き続き 40ページ、農用地利用集積計画の解約の報告です。3件の解約となります。

解約の内容、理由につきましては、記載のとおりとなっております。解約の届けが提

出されましたので報告いたします。以上 19ページ 6番と 32ページ 41番を除く案件に

ついて説明を終わります。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明が終わりました。それでは、質疑に入りたいと思います。6 番 41 番

を除く案件についてご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

それでは、ご発言が無いようなので、採決させていただいてもよろしいですか。 

議案第 5 号のうち、6 番と 41 番を除く案件について賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 
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≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので決定をしてまいります。 

それでは、土屋三千雄委員と矢崎委員は退席をお願いします。 

 【土屋三千雄委員と矢崎委員退席】 

 

○議長（西名会長） 

それではここで、議案第 5号のうち、利用権設定の 6番と 41番の案件について、事

務局より説明してください。 

※ ※ ※ ＜事務局から説明＞ ※ ※ ※ 

○事務局（吉澤技師） 

19 ページ、6 番、借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間に

ついては、記載のとおりとなっております。32 ページ、41 番、借り手・貸し手及び、

所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載のとおりとなっております。 

以上です。 

○議長（西名会長） 

事務局からの説明が終わりました。この 2 件の案件については、農業委員が関わる

案件です。委員自らが○○○○○○と同時に○○○○○にならないように積極的に農

地を借りていただけるという内容です。それでは質疑に入ります。皆様から、質問や

意見はありますか。 

≪ 無しの場合 ≫ 

○議長（西名会長） 

ご意見等ないようなので、採決いたします。 

議案第 5号のうち、利用権設定の 6番と 41番の案件について賛成の方は、挙手をし

てください。 

≪ 賛成多数の場合 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の賛成をいただきましたので、決定して参ります。 

 それでは、土屋三千雄委員と矢崎委員は着席をお願いします。 

    【土屋三千雄委員、矢崎委員着席】 

 

○議長（西名会長） 

それでは、つぎに議案第 6 号、冒頭の挨拶で触れたとおり甲府農業振興地域整備計

画の変更についてです。この度、甲府市では農業振興地域整備計画における農用地利

用計画の「随時見直し」を行っております。この農業振興地域整備計画における農用

地利用計画を定める場合や変更する場合には、農業振興地域の整備に関する法律施行
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規則第 3 条の 2 の規定により、農業委員会の意見を聞くことになっております。その

ため今回、甲府市より依頼がありましたので、案件として提案したところです。 

それでは産業部農政課山本課長補佐から説明を受けたいと思います。説明をお願い

します。 

 

○農政課職員（山本課長補佐） 

農政課の山本です。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。 

≪ 別紙 『甲府農業振興地域整備計画の変更』 説明 ≫ 

○議長（西名会長） 

ご苦労様でした。28 件の青地の農地除外の案件について細かく説明があったところ

ですが、委員の皆様のほうから、ご意見ご質問などありましたら、お願いします。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

   はい。 

○議長（西名会長） 

土屋委員どうぞ。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

   25-1から 25-4までの案件ですが、転用事業者がイベントレンタルとありますが、私

たちが調べたところトイレ屋さんだと。トイレ屋さんというイメージの中で迷惑施設

といったら申し訳ありませんが、あまり好まれないものです。私が現地を見た限りで

は、仮設のトイレでした。中を汲みだしている証拠は見たことありませんが、仮説ト

イレをということであれば、周りの住宅の都合などにより、高い塀で囲っていただい

て美観的にいい感じにしてもらいたいという気持ちがあります。要望です。よろしく

お願いします。 

○議長（西名会長） 

   今の問題について、回りの環境が低下するということでそれを作るために、周りに

囲いをして、なるべく目線以上の高さまでは囲ってほしいということです。山本課長

補佐いかがですか。 

○農政課（山本補佐） 

   農地調査の時に、事前に説明させていただきました。その中でご意見をいただきま

したので、すでに先方へ話をしております。そのことについては考慮するという返事

をいただいています。また、許可等をおろす時に、しっかり伝えていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。この案件については、各地区で農地調査の際に、農政課

の方から説明を受け、今の案件についても要望、意見を業者の方に伝え前向きな約束

事のようなものも取り交わされているようですから、ご安心いただくと同時に、当然

のこと農業委員の意見としてもしっかり伝えていきます。よろしいでしょうか。 
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○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

   はい。 

○議長（西名会長） 

他にいかがでしょうか。 

 ≪ 意見等がない場合 ≫ 

○議長（西名会長） 

それでは意見も無いようですので、採決いたします。 

議案第 6号について承認される方は、挙手をしてください。 

≪ 承認多数の場合 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございます。 

ほぼ全員のかたのご承認がありましたので決定をしていきたいと思います。「甲府農

業振興地域整備計画の変更」については、土屋委員の意見や他の農地調査の時の意見

を踏まえた中で、農業委員会として意見書を提出して参ります。 

つぎに、甲府市農業振興計画について關野技師から説明をお願いします。 

○農政課（關野技師） 

   農政課の關野です。よろしくお願いします。 

甲府市農業振興計画を、お手元に配布させていただきました。作成に当たりまして

はご協力を頂きありがとうございました。9月の総会では概要を使って説明させていた

だきましたが、9 月 25 日から 10 月 24 日まで 1 ヶ月間のパブリックコメントを実施し

5 名の方から 22 件のご意見をいただきました。その意見を参考に加筆、修正を付け加

える中で 10月 31日に策定し、冊子として出来上がりました。内容については、9月の

総会に説明しましたので、割愛させていただきます。こちらの冊子は 10年の基本構想

と 5 年の基本計画でなっています。この基本構想と基本計画に基づき、別冊の 2 年か

ら 3 年の実施計画を作成しています。同時に来年に向け予算化を進めています。70 ペ

ージ以上となっていますが、ご覧いただきたいと思います。以上です。 

○議長（西名会長） 

   甲府市農業振興計画については、一度説明していただいていますが、10月 31日に策

定して冊子になったということです。皆さまから何かありますか。よろしいですか。 

それでは、山本課長補佐、關野技師にはありがとうございました。 

   以上で、予定している案件は、全て終了いたしました。 

   皆さんから、他に何かございますか？ 

≪ 意見等がない場合 ≫ 

無いようですので、以上をもちまして１１月定例総会を終了いたします。 

 

 

午後 3時 28分 閉会 
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